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(57)【要約】
　通信装置（１００）であって、センシング対象者の状
態を計測することで第１計測データを取得する第１セン
サ（１１０）と、体温を計測することで第２計測データ
を取得する第２センサ（１２０）と、センシング対象者
の、一または複数の所定の状態のそれぞれに対応する基
準体温を記憶するメモリ部（１３４）とを備えている。
通信装置（１００）は、第１計測データから、センシン
グ対象者が、一または複数の所定の状態のうち、いずれ
の状態に該当するか否かを判定する状態判定部（１３２
）と、状態判定部（１３２）が、所定の状態に該当する
と判定した場合に、所定の状態に対応する基準体温と、
第２計測データが示すセンシング対象者の体温とを比較
することで、センシング対象者の体温の異常の有無を判
定する異常判定部（１３３）とを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センシング対象者の異常を通知する通信装置であって、
　前記センシング対象者の状態を計測することで第１計測データを取得する第１センサと
、
　前記センシング対象者の体温を計測することで第２計測データを取得する第２センサと
、
　前記センシング対象者の、一または複数の所定の状態のそれぞれに対応する基準体温を
記憶するメモリ部と、
　前記第１センサで取得された前記第１計測データから、前記センシング対象者が前記一
または複数の所定の状態のうち、いずれかの所定の状態に該当するか否かを判定する状態
判定部と、
　前記状態判定部が、前記センシング対象者が前記所定の状態に該当すると判定した場合
に、前記所定の状態に対応する基準体温と、前記第２センサで取得された第２計測データ
が示す前記センシング対象者の体温とを比較することで、前記センシング対象者の体温の
異常の有無を判定する異常判定部とを備え、
　前記異常判定部は、前記センシング対象者の体温が異常であると判定した場合に、前記
異常を通知するための、アラーティング情報を生成する
通信装置。
【請求項２】
　前記第１センサおよび前記第２センサは、それぞれ、一定周期で、前記第１計測データ
および前記第２計測データを取得し、
　前記第１センサで取得された前記第１計測データが前記所定の状態に該当することを示
す場合における、前記第２計測データから得られる前記センシング対象者の体温を、前記
所定の状態と対応付けて履歴データを生成し、前記メモリ部に蓄積する履歴データ管理部
と、
　前記履歴データを解析し、前記所定の状態のそれぞれに対応する基準体温を算出し、前
記メモリ部に記憶させる基準体温管理部と
をさらに備える請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第１センサは電波センサで構成され、
　前記第２センサは熱画像センサで構成される請求項１または請求項２に記載の通信装置
。
【請求項４】
　前記第１センサは、前記センシング対象者の活動量を計測する
請求項１から請求項３までのいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記状態判定部は、前記第１計測データと前記第１計測データの取得時刻とに基づいて
、前記センシング対象者が前記所定の状態に該当するか否かを判定する
請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記基準体温管理部は、前記履歴データを解析して、前記所定の状態のそれぞれに対応
する前記センシング対象者の平熱を、前記基準体温として算出してメモリ部に記憶し、
　前記異常判定部は、前記所定の状態に対応する平熱に対して、前記第２センサで計測さ
れた前記センシング対象者の体温が一定温度以上であれば、前記センシング対象者の体温
が異常であると判定する
請求項２に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記状態判定部は、前記第１センサで取得された前記第１計測データから、前記センシ
ング対象者の存在の有無を検知し、
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　前記異常判定部は、前記状態判定部が前記センシング対象者が存在することを検知した
場合にのみ、前記第２センサを起動する
請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記状態判定部は、前記第１センサで取得された前記第１計測データから、前記センシ
ング対象者の存在の有無を検知し、
　前記異常判定部は、前記状態判定部が、前記センシング対象者が存在しない状態を検知
してから、存在する状態を検知した場合、検知してから第１期間が経過するまでは、前記
センシング対象者の体温の異常の有無を判定する処理を実行しない
請求項１から請求項７までのいずれかに記載の通信装置。
【請求項９】
　前記センシング対象者は、介護サービスを受ける介護対象者であり、
　前記通信装置は、前記介護対象者が受けた介護サービスの履歴を記録する介護サーバと
ネットワークを介して接続され、
　前記異常判定部は、前記介護サービスの履歴を参照することで、前記介護対象者が介護
サービスを受けてから、第２期間が経過したか否かを判定し、前記第２期間が経過するま
では、前記介護対象者の体温の異常の有無を判定する処理を実行しない
請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記第２センサは、前記第２センサの周囲の計測範囲における温度分布を示す熱画像デ
ータを、前記第１計測データとして計測する熱画像センサで構成され、
　前記メモリ部は、前記計測範囲内において前記センシング対象者が留まる位置を示す位
置情報を事前に記憶し、
　前記異常判定部は、前記熱画像データから、前記計測範囲内に複数の人物が存在するこ
とを検出した場合に、前記熱画像データにおける各人物の座標と前記位置情報とを比較す
ることで、前記複数の人物のうちいずれの人物が前記センシング対象者であるかを判定す
る
請求項１から請求項９までのいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　センシング対象者の異常を通知する異常通知システムであって、
　請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載の通信装置と、
　前記通信装置とネットワークを介して接続される端末装置とを備え、
　前記端末装置は、前記通信装置の前記異常判定部で生成されたアラーティング情報を出
力する出力部を備えた
異常通知システム。
【請求項１２】
　センシング対象者の異常を通知する異常通知システムを用いた異常通知方法であって、
　（ａ）第１センサが前記センシング対象者の状態を計測することで第１計測データを取
得し、
　（ｂ）第２センサが前記センシング対象者の体温を計測することで第２計測データを取
得し、
　（ｃ）前記第１センサで取得された前記第１計測データから、前記センシング対象者が
、前記一または複数の所定の状態のうち、いずれかの所定の条件に該当するか否かを判定
し、
　（ｄ）前記所定の状態に該当すると判定された場合、メモリ部に事前に記憶された前記
所定の状態に対応する基準体温と、前記第２センサで取得された前記第２計測データが示
す前記センシング対象者の体温とを比較することで、前記センシング対象者の体温の異常
の有無を判定し、
　（ｅ）前記センシング対象者の体温が異常であると判定された場合、前記異常を通知す
るためのアラーティング情報を生成し、
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　（ｆ）前記生成したアラーティング情報を出力する
異常通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、センシング対象者に異常を通知する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、被介護者の状況を直感的に把握することを課題とし、バイタルデータの
複数のレベル毎に、漫画化された表示画像を記憶しておく。そして、バイタルデータ取得
手段で取得した被介護者のバイタルデータのレベルに応じた表示画像を表示する。
【０００３】
　特許文献２は、赤外線カメラで読み取られた熱画像を用いて、複数の人物の体温の異常
を、同時に検出する技術を開示する。
【０００４】
　ところで、人物は、１日において体温が変化する体温リズムがあるので、体温の異常を
正確に検出するためには、この体温リズムを考慮する必要がある。
【０００５】
　しかし、特許文献１、２は、いずれも、センシング対象者の体温リズムが考慮されてい
ないので、体温の異常を正確に検出できないという課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－４９３０９号公報
【特許文献２】特開２００６－１７４９１９号公報
【発明の概要】
【０００７】
　本開示は、センシング対象者の体温の異常を、正確に検出できる技術を提供するもので
ある。
【０００８】
　本開示の一態様に係る通信装置は、センシング対象者の異常を通知する通信装置であっ
て、センシング対象者の状態を計測することで第１計測データを取得する第１センサと、
センシング対象者の体温を計測することで第２計測データを取得する第２センサと、セン
シング対象者の一または複数の所定の状態のそれぞれに対応する基準体温を記憶するメモ
リ部とを備えている。また、通信装置は、第１センサで取得された第１計測データから、
センシング対象者が前記一または複数の所定の状態のうち、いずれかの所定の状態に該当
するか否かを判定する状態判定部と、状態判定部が、センシング対象者が所定の状態に該
当すると判定した場合に、所定の状態に対応する基準体温と、第２センサで取得された第
２計測データが示すセンシング対象者の体温とを比較する異常判定部を備えている。異常
判定部は、センシング対象者の体温の異常の有無を判定する。
【０００９】
　異常判定部は、センシング対象者の体温が異常であると判定した場合、異常を通知する
ためのアラーティング情報を生成する。
【００１０】
　また、本開示の異常通知システムは、センシング対象者の異常を通知する異常通知シス
テムであって、上述の通信装置と、通信装置とネットワークを介して接続される端末装置
とを備えている。そして、端末装置は、通信装置の異常判定部で生成されたアラーティン
グ情報を出力する出力部を備えている。
【００１１】
　本開示の異常通知方法は、センシング対象者の異常を通知する異常通知システムを用い
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た異常通知方法である。そして、（ａ）第１センサがセンシング対象者の状態を計測する
ことで第１計測データを取得し、（ｂ）第２センサがセンシング対象者の体温を計測する
ことで第２計測データを取得する。さらに、（ｃ）第１センサで取得された第１計測デー
タから、センシング対象者が、一または複数の所定の状態のうち、いずれかの所定の条件
に該当するか否かを判定し、（ｄ）所定の状態に該当すると判定された場合、メモリ部に
事前に記憶された所定の状態に対応する基準体温と、第２センサで取得された第２計測デ
ータが示すセンシング対象者の体温とを比較する。これにより、センシング対象者の体温
の異常の有無を判定し、（ｅ）センシング対象者の体温が異常であると判定された場合、
異常を通知するためのアラーティング情報を生成し、（ｆ）生成したアラーティング情報
を出力する。
【００１２】
　本開示によれば、センシング対象者の体温の異常を正確に検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本開示の第１の実施の形態に係る異常通知システムの概要を説明する図
である。
【図２】図２は、本開示の第１の実施の形態に係る異常通知システムの全体構成を示すブ
ロック図である。
【図３】図３は、本開示の第１の実施の形態に係る異常通知システムの処理を示すフロー
チャートである。
【図４】図４は、本開示の第２の実施の形態に係る異常通知システムの全体構成を示すブ
ロック図である。
【図５】図５は、本開示における、メモリ部が記憶する、平熱が登録された平熱テーブル
のデータ構成を示す図である。
【図６】図６は、本開示のメモリ部に蓄積された履歴データが登録された、履歴テーブル
のデータ構成の一例を示す図である。
【図７】図７は、本開示の第２の実施の形態に係る異常通知システムの処理を示すフロー
チャートである。
【図８】図８は、本開示の第３の実施の形態に係る異常通知システムの処理を示すフロー
チャートである。
【図９】図９は、本開示の第４の実施の形態に係る異常通知システムの処理を示すフロー
チャートである。
【図１０】図１０は、本開示の第５の実施の形態に係る異常通知システムの全体構成を示
す図である。
【図１１】図１１は、本開示の介護サービス履歴テーブルのデータ構成を示す図である。
【図１２】図１２は、本開示の第５の実施の形態に係る異常通知システムの処理を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（本開示に至る経緯）
　近年、電波センサを用いて高齢者の体動を検出し、高齢者の行動等を見守る見守りシス
テムの開発が行われている。また、近年、赤外画像センサを用いて人物の体温を非接触で
検出する体温センサも開発されている。そこで、このような赤外画像センサを見守りシス
テムに組み込んで、高齢者の体温を監視することが検討されている。
【００１５】
　ところで、人物の体温は、１日のうちで、活動する日中に高く、睡眠をとる夜に低くな
るというように、人物の状態に応じて変動する。したがって、人物の体温の異常を正確に
検出するには、状態に応じて体温が変動することを考慮することが重要となる。
【００１６】
　しかし、上述の特許文献１，２に示す技術は、いずれも状態に応じて体温が変動するこ
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とが考慮されていないので、センシング対象者の体温の異常を正確に検出できないという
課題がある。
【００１７】
　そこで、本開示は、センシング対象者の体温の異常を正確に検出できる技術を提供する
ものである。
【００１８】
　本開示の第１の態様に係る通信装置は、センシング対象者の異常を通知する通信装置で
あって、センシング対象者の状態を計測することで第１計測データを取得する第１センサ
と、センシング対象者の体温を計測することで第２計測データを取得する第２センサと、
センシング対象者の一または複数の所定の状態のそれぞれに対応する基準体温を記憶する
メモリ部とを備えている。通信装置は、第１センサで取得された第１計測データから、セ
ンシング対象者が一または複数の所定の状態のうち、いずれか所定の状態に該当するか否
かを判定する状態判定部と、状態判定部が所定の状態に該当すると判定した場合、所定の
状態に対応する基準体温と、第２センサで取得された第２計測データが示すセンシング対
象者の体温とを比較することで、センシング対象者の体温の異常の有無を判定する異常判
定部とを備えている。そして、異常判定部は、センシング対象者の体温が異常であると判
定した場合、異常を通知するためのアラーティング情報を生成する。
【００１９】
　本態様によれば、第１センサで計測された第１計測データから、センシング対象者の状
態が所定の状態に該当するか否かが判定される。そして、所定の状態に該当すると判定さ
れた場合において、所定の状態に対応する基準体温と、第２センサで計測された第２計測
データが示す体温とを比較することで、センシング対象者の体温の異常の有無が判定され
ている。そのため、本態様は、状態に応じて変動する体温を考慮に入れて、センシング対
象者の体温の異常を正確に検出できる。
【００２０】
　第２の態様は、態様において、第１センサおよび第２センサは、それぞれ、一定周期で
、第１計測データおよび第２計測データを取得する。通信装置は、第１センサで取得され
た第１計測データが所定の状態に該当することを示す場合における、第２計測データから
得られるセンシング対象者の体温を、所定の状態と対応付けて履歴データを生成し、メモ
リ部に蓄積する履歴データ管理部をさらに備えている。また、通信装置は、履歴データを
解析し、所定の状態のそれぞれに対応する基準体温を算出し、メモリ部に記憶させる基準
体温管理部をさらに備えている。
【００２１】
　本態様によれば、さらに、センシング対象者の第１計測データと第２計測データとが対
応付けられた履歴データを解析することで、一または複数の所定の状態のそれぞれに対応
する基準体温が算出され、メモリ部に記憶される。そのため、センシング対象者に適した
基準体温を用いてセンシング対象者の体温の異常を正確に検出できる。
【００２２】
　第３の態様は、上述した態様において、第１センサは電波センサで構成され、第２セン
サは熱画像センサで構成されてもよい。
【００２３】
　本態様によれば、第１センサは電波センサで構成されているので、センシング対象者の
状態を非接触で検出できる。また、第２センサは熱画像センサで構成されているので、セ
ンシング対象者の体温を非接触で検出できる。
【００２４】
　第４の態様は、上述した態様において、第１センサは、センシング対象者の活動量を計
測してもよい。
【００２５】
　本態様によれば、センシング対象者の活動量が計測されているので、センシング対象者
が所定の状態にあるか否かを正確に検出できる。
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【００２６】
　第５の態様は、上述した態様において、状態判定部は、第１計測データと第１計測デー
タの取得時刻とに基づいて、センシング対象者が所定の状態に該当するか否かを判定して
もよい。
【００２７】
　本態様によれば、第１計測データの取得時刻をさらに考慮して、センシング対象者が所
定の状態に該当するか否かが判定されているので、センシング対象者が所定の状態にある
か否かをさらに正確に検出できる。
【００２８】
　第６の態様は、上述した態様において、基準体温管理部は、履歴データを解析して、所
定の状態のそれぞれに対応するセンシング対象者の平熱を、基準体温として算出してメモ
リ部に記憶する。そして、異常判定部は、所定の状態に対応する平熱に対して、第２セン
サで計測されたセンシング対象者の体温が一定温度以上であれば、センシング対象者の体
温が異常であると判定してもよい。
【００２９】
　本態様によれば、センシング対象者の履歴データを解析することで、所定の状態におけ
るセンシング対象者の平熱が算出され、その平熱を基準にセンシング対象者の異常の有無
が検出されているので、センシング対象者の体温の異常を、より正確に検出できる。
【００３０】
　第７の態様は、上述した態様において、状態判定部は、第１センサで取得された第１計
測データから、センシング対象者の存在の有無を検知する。そして、異常判定部は、状態
判定部がセンシング対象者が存在することを検知した場合にのみ、第２センサを起動して
もよい。
【００３１】
　本態様によれば、センシング対象者が存在する場合のみ、第２センサが起動されるので
、第２センサの電力消費量を節約できる。
【００３２】
　第８の態様は、上述した態様において、状態判定部は、第１センサで取得された第１計
測データから、センシング対象者の存在の有無を検知する。そして、異常判定部は、状態
判定部が、センシング対象者が存在しない状態を検知してから、存在する状態を検知した
場合、検知してから第１期間が経過するまでは、センシング対象者の体温の異常の有無を
判定する処理を実行しなくてもよい。
【００３３】
　本態様によれば、例えば、センシング対象者が室内に戻った直後であり、活動量が通常
時よりも高い状態においては、センシング対象者の体温の異常の有無を判定する処理が実
行されないので、センシング対象者の体温の異常の誤検出を防止できる。
【００３４】
　第９の態様は、上述した態様において、センシング対象者は、介護サービスを受ける介
護対象者である。通信装置は、介護対象者が受けた介護サービスの履歴を記録する介護サ
ーバとネットワークを介して接続されている。異常判定部は、介護サービスの履歴を参照
することで、介護対象者が介護サービスを受けてから第２期間が経過したか否かを判定し
、第２期間が経過するまでは、介護対象者の体温の異常の有無を判定する処理を実行しな
くてもよい。
【００３５】
　本態様によれば、例えば、センシング対象者が介護サービスを受けた直後であり、活動
量が通常時よりも高い状態においては、センシング対象者の体温の異常の有無を判定する
処理が実行されないので、センシング対象者の体温の異常の誤検出を防止できる。
【００３６】
　第１０の態様は、上述した態様において、第２センサは、第２センサの周囲の計測範囲
における温度分布を示す熱画像データを、第１計測データとして計測する熱画像センサで
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構成されている。そして、メモリ部は、計測範囲内においてセンシング対象者が留まる位
置を示す位置情報を事前に記憶している。そして、異常判定部は、熱画像データから、計
測範囲内に複数の人物が存在することを検出した場合に、熱画像データにおける各人物の
座標と位置情報とを比較することで、複数の人物のうちいずれの人物がセンシング対象者
であるかを判定してもよい。
【００３７】
　本態様によれば、第２センサの計測範囲内に複数の人物が存在する場合であっても、セ
ンシング対象者の体温の異常を正確に検出できる。
【００３８】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本開示の第１の実施の形態に係る異常通知システム１の概要を説明する図であ
る。
【００３９】
　異常通知システム１は、第１センサ１１０、第２センサ１２０、および、端末装置２０
０を備える。第１センサ１１０は、センシングの対象となる対象者Ｐ１の状態を、非接触
で検出する。第２センサ１２０は、対象者Ｐ１の体温を、非接触で検出する。
【００４０】
　第１センサ１１０および第２センサ１２０は、例えば、対象者Ｐ１の部屋Ｒ１０に設置
されている。なお、第１センサ１１０および第２センサ１２０は、例えば、部屋Ｒ１０に
設置された電気機器（例えば、空調機器）に内蔵されていてもよい。
【００４１】
　部屋Ｒ１０は、例えば、老人ホームまたは病院等の施設において、対象者Ｐ１が居住す
る部屋である。部屋Ｒ１０には、対象者Ｐ１が寝るためのベッド１０３が設置されている
。なお、部屋Ｒ１０は、対象者Ｐ１の自宅の部屋であってもよい。
【００４２】
　異常通知システム１は、第１センサ１１０が検出した活動量から、対象者Ｐ１が特定状
態（例えば、起床直後の状態として説明する。）であるか否かを判定する。そして、異常
通知システム１は、対象者Ｐ１が起床直後の状態であれば、第２センサ１２０が取得した
データから、対象者Ｐ１の体温を検出する。そして、異常通知システム１は、検出した対
象者Ｐ１の体温と、事前に設定された、起床直後の状態での対象者Ｐ１の平熱とを比較す
る。これにより、異常通知システム１は、対象者Ｐ１の体温が異常であるか否か（対象者
Ｐ１の体温と平熱とが大きくかけ離れているか否か）を判定し、異常であれば、アラーテ
ィング情報を生成し、端末装置２００に送信する。
【００４３】
　端末装置２００は、例えば、施設において、対象者Ｐ１を介護する、介護者Ｐ２（管理
者の一例）の部屋に設けられている。端末装置２００は、アラーティング情報を受信する
と、対象者Ｐ１の体温が異常であることを介護者Ｐ２に通知するための、アラーティング
音およびアラーティング画像のうち、少なくともいずれかを出力する。これにより、対象
者Ｐ１の体温が異常になると、そのことが速やかに介護者Ｐ２に通知される。
【００４４】
　図２は、第１の実施の形態に係る異常通知システム１の全体構成を示すブロック図であ
る。異常通知システム１は、通信装置１００および端末装置２００を備える。通信装置１
００は、第１センサ１１０、第２センサ１２０、および処理部１３０を備える。
【００４５】
　ここで、通信装置１００は、上述したように、部屋Ｒ１０に設置された電気機器に組み
込まれているが、これは一例である。例えば、通信装置１００は、電気機器とは別体の専
用の装置で構成されてもよい。また、通信装置１００は、処理部１３０が電気機器に組み
込まれ、第１センサ１１０および第２センサ１２０が電気機器の外部に設けられてもよい
。この場合、第１センサ１１０および第２センサ１２０は、例えば、部屋Ｒ１０の天井に
設置されてもよいし、ベッド１０３に設置されてもよいし、ベッド１０３の近傍に設置さ
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れてもよい。また、通信装置１００は、一部または全部の構成要素が、クラウドサーバで
構成されてもよい。
【００４６】
　端末装置２００は、介護者Ｐ２の部屋に設置されたコンピュータで構成され、通信装置
１００と、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮおよび携帯電話通信網のうち少なくともいずれか等の
ネットワークを介して、通信可能に接続されている。ここで、端末装置２００は、据え置
き型のコンピュータで構成されてもよいし、介護者Ｐ２が携帯するスマートフォン、また
は、タブレット端末等の携帯端末で構成されてもよい。なお、端末装置２００の一部また
は全部の構成要素が、ナースコールシステム等の、別の通報装置に組み込まれてもよい。
【００４７】
　第１センサ１１０は、例えば、対象者Ｐ１の状態を計測することで、活動量データ（第
１計測データの一例）を取得する。第１センサ１１０は、第１センシング部１１１および
第１送信部１１２を備える。
【００４８】
　第１センシング部１１１は、例えば、２４ＧＨｚ帯のマイクロ波からなる電波を対象者
Ｐ１に照射し、対象者Ｐ１からの反射波を受信する。そして、第１センシング部１１１は
、対象者Ｐ１の移動速度に応じて生じる、照射した電波と反射波との周波数の変化（ドッ
プラー効果）を検出し、検出した周波数の変化から対象者Ｐ１の活動量を示す活動量デー
タを取得する電波センサで構成されている。なお、第１センシング部１１１は、ドップラ
ー方式以外の対象物を検出する方式を用いるものでもよい。例えば、Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｗａｖｅ（ＦＭＣＷ）方式等でもよい。
【００４９】
　第１送信部１１２は、第１センシング部１１１で取得された活動量データを、所定のサ
ンプリング周期で、処理部１３０に送信する。
【００５０】
　第２センサ１２０は、対象者Ｐ１の体温を計測する。第２センサ１２０は、第２センシ
ング部１２１および第２送信部１２２を備える。第２センシング部１２１は、例えば、計
測範囲における温度分布を示す熱画像データ（第２計測データの一例）を、所定のサンプ
リング周期で計測する熱画像センサで構成されている。ここで、第２センシング部１２１
のサンプリング周期は、第１センシング部１１１のサンプリング周期と同じであってもよ
いし、異なっていてもよい。以下では、説明の便宜上、両者のサンプリング周期は同じで
あるとして説明する。第２送信部１２２は、第２センシング部１２１で計測された熱画像
データを、一定周期で処理部１３０に送信する。
【００５１】
　ここで、第１センサ１１０は、ベッド１０３に向けて電波を照射するように、部屋Ｒ１
０内に設置されている。また、第２センサ１２０は、計測範囲にベッド１０３が含まれる
ように、部屋Ｒ１０内に設置されている。また、事前に、測定対象となる一の対象者Ｐ１
の識別子が定められている。第１センサ１１０および第２センサ１２０は、活動量データ
および熱画像データに、この識別子を対応付けて処理部１３０に送信する。これにより、
処理部１３０は監視対象となる対象者Ｐ１が複数存在する場合であっても、複数の対象者
Ｐ１の中から一の対象者Ｐ１を識別できる。
【００５２】
　第１センサ１１０および第２センサ１２０が、処理部１３０と一体構成されるのであれ
ば、第１送信部１１２および第２送信部１２２は、処理部１３０を構成するＣＰＵ等のプ
ロセッサと通信する、入出力インターフェースで構成される。また、第１センサ１１０お
よび第２センサ１２０が、処理部１３０と別体で構成されるのであれば、無線ＬＡＮおよ
び有線ＬＡＮのうち、少なくともいずれか等の通信回路で構成される。
【００５３】
　処理部１３０は、例えば、ＣＰＵ等のプロセッサとメモリとを含むコンピュータで構成
され、第１受信部１３１、状態判定部１３２、異常判定部１３３、メモリ部１３４、第３



(10) JP WO2018/151003 A1 2018.8.23

10

20

30

40

50

送信部１３５、履歴データ管理部１３６、および基準体温管理部１３７を備える。
【００５４】
　第１受信部１３１は、第１送信部１１２から送信された活動量データを受信すると共に
、第２送信部１２２から送信された熱画像データを受信する。なお、第１受信部１３１は
、第１センサ１１０および第２センサ１２０が、処理部１３０と一体構成されるのであれ
ば、第１センサ１１０および第２センサ１２０と通信するための、入出力インターフェー
スで構成される。また、第１受信部１３１は、第１センサ１１０および第２センサ１２０
が、処理部１３０と別体で構成されるのであれば、有線ＬＡＮおよび無線ＬＡＮのうち、
少なくともいずれか等の通信回路で構成される。
【００５５】
　状態判定部１３２は、第１センサ１１０で計測された活動量データから、対象者Ｐ１が
特定状態（一の所定の状態の一例）に該当するか否かを判定する。ここで、特定状態とし
ては、起床直後の状態を採用するがこれは一例である。他にも、例えば、睡眠中の状態、
食事中の状態、または就寝する直前の状態が、特定状態として採用されてもよい。
【００５６】
　状態判定部１３２は、例えば、活動量データから特徴量を算出し、算出された特徴量が
、事前に定められた特定状態の特徴量に類似していれば、対象者Ｐ１は特定状態に該当す
ると判定する。特徴量としては、例えば、活動量データを所定の関数（例えば、コール式
）に代入し、得られた値の時間的な変動パターン等が採用できる。
【００５７】
　異常判定部１３３は、状態判定部１３２が、対象者Ｐ１が特定状態に該当すると判定し
た場合、特定状態に対応する平熱（基準体温の一例）と、第２センサ１２０で計測された
熱画像データが示す対象者Ｐ１の体温とを比較する。これにより、対象者Ｐ１の体温の異
常の有無を判定する。ここで、異常判定部１３３は、熱画像データから対象者Ｐ１を示す
領域を、画像処理により抽出し、抽出された領域の、温度の代表値（例えば、平均値また
は中央値）を算出する。そして、異常判定部１３３は、例えば、温度と体温との関係が、
事前に定められた体温換算テーブルまたは体温換算関数を用いることで、算出した温度の
平均値に対応する体温を決定する。そして、異常判定部１３３は、決定された体温を、対
象者Ｐ１の体温として算出する。平熱とは、対象者Ｐ１の平常時の体温である。
【００５８】
　なお、体温換算テーブルまたは体温換算関数は、事前に定めることなく、システム運用
中の、対象者Ｐ１の温度測定結果から決定されてもよい。
【００５９】
　また、体温換算テーブルまたは体温換算関数は、事前に定められた関数から、対象者に
合わせて最適になるよう、キャリブレーションされてもよい。例えば、腋下体温計等で測
定された体温情報と、熱画像データとを組み合わせることで、変換関数が生成されてもよ
い。
【００６０】
　異常判定部１３３は、メモリ部１３４から、基準体温である、起床直後の平熱を読み出
し、読み出された平熱に対して、決定された対象者Ｐ１の体温が一定温度以上高ければ、
対象者Ｐ１の体温が異常であると判定する。ここで、一定温度としては、例えば、０．５
度、１度、１．５度、または２．０度といった、事前に定められた値が採用できる。
【００６１】
　異常判定部１３３は、対象者Ｐ１の体温が異常であると判定した場合、異常を、対象者
Ｐ１の介護者Ｐ２に通知するための、アラーティング情報を生成する。ここで、アラーテ
ィング情報には、例えば、対象者Ｐ１を他の対象者から識別するための識別子および体温
が含まれる。
【００６２】
　なお、熱画像データは、対象者Ｐ１の体温に変換されることなく用いられてもよい。例
えば、対象物Ｐ１の温度を継続的に取得し、一定の閾値を超えた場合に、アラーティング
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情報を生成する等してもよい。例えば、体温等絶対温度による比較ではなく、平常時の温
度から一定温度以上超えるか否かというように、体温の異常が、平常時の温度と相対温度
とを比較することで判定されてもよい。
【００６３】
　メモリ部１３４は、例えば、不揮発性の記憶装置で構成され、特定状態における対象者
Ｐ１の平熱を、事前に記憶している。
【００６４】
　第３送信部１３５は、例えば、端末装置２００と通信するための通信回路で構成されて
いる。第３送信部１３５は、異常判定部１３３により、対象者Ｐ１の体温が異常と判定さ
れた場合に、アラーティング情報を、端末装置２００に送信する。
【００６５】
　履歴データ管理部１３６は、第１センサ１１０で計測された活動量データが特定状態に
該当することを示す場合に、第２センサ１２０で計測された熱画像データから得られる対
象者Ｐ１の体温を履歴データとして生成し、メモリ部１３４に蓄積する。ここで、履歴デ
ータ管理部１３６は、状態判定部１３２により、活動量データが特定状態に該当すると判
定された場合において、異常判定部１３３が熱画像データから決定した対象者Ｐ１の体温
を、履歴データとしてメモリ部１３４に蓄積する。これにより、メモリ部１３４に、対象
者Ｐ１が特定状態にあるときの体温が蓄積されていく。
【００６６】
　基準体温管理部１３７は、メモリ部１３４に蓄積された履歴データを解析することで、
特定状態に対応する平熱を算出し、メモリ部１３４に記憶させる。ここで、基準体温管理
部１３７は、例えば、メモリ部１３４に一定期間（例えば、１ヶ月または２ヶ月）の履歴
データが蓄積されると、その履歴データに含まれる対象者Ｐ１の体温の平均値を算出し、
算出された平均値を、対象者Ｐ１の平熱としてメモリ部１３４に記憶する。
【００６７】
　この場合、基準体温管理部１３７は、メモリ部１３４に蓄積された全ての体温の平均値
を、対象者Ｐ１の平熱として算出してもよいし、最新の一定期間分の体温の平均値を、対
象者Ｐ１の平熱として算出してもよい。
【００６８】
　基準体温管理部１３７は、一定期間が経過する度に平熱を算出してもよい。また、基準
体温管理部１３７は、初期状態においては、一定期間の経過後に平熱を算出し、以後、メ
モリ部１３４に体温が蓄積される度に平熱を算出してもよい。また、基準体温管理部１３
７は、一定期間に代えて、一定数の履歴データがメモリ部１３４に蓄積された場合に、対
象者Ｐ１の平熱を算出してもよい。
【００６９】
　端末装置２００は、第２受信部２０１、処理部２０２、表示部２０３、およびスピーカ
２０４を備える。第２受信部２０１は、例えば、通信装置１００と通信するための通信回
路で構成され、第３送信部１３５から送信されたアラーティング情報を受信し、処理部２
０２に出力する。
【００７０】
　処理部２０２は、第２受信部２０１からアラーティング情報を取得すると、対象者Ｐ１
の体温の異常を介護者Ｐ２に通知するためのアラーティング画像として、表示部２０３に
表示させる。また、処理部２０２は、第２受信部２０１からアラーティング情報を取得す
ると、対象者Ｐ１の体温の異常を介護者Ｐ２に通知するためのアラーティング音としてス
ピーカ２０４から出力させる。
【００７１】
　ここで、アラーティング画像には、例えば対象者Ｐ１の氏名、顔画像、および体温の異
常を示すメッセージが含まれる。また、アラーティング音としては、例えば、アラーム音
、または、対象者Ｐ１の体温の異常を示す発話メッセージが採用できる。
【００７２】
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　表示部２０３は、例えば、有機ＥＬパネルまたは液晶パネルで構成され、アラーティン
グ画像を表示する。スピーカ２０４は、アラーティング音を出力する。
【００７３】
　なお、表示部２０３は、対象者毎に、第１センサ１１０で得られた生体情報の他、温湿
度センサおよび照度センサのうち少なくともいずれか等、他のセンシング情報と合わせて
体温情報を表示してもよい。
【００７４】
　また、表示部２０３は、ナースコールシステムまたは介護業務システムの一部として構
成され、対象者Ｐ１に関するその他の情報と合わせて、体温情報を表示してもよい。
【００７５】
　図３は、第１の実施の形態に係る異常通知システム１の処理を示すフローチャートであ
る。このフローチャートの処理は、本実施の形態において、所定のサンプリング周期で実
行されるものとする。
【００７６】
　まず、状態判定部１３２は、第１センサ１１０により計測された直近の活動量データを
取得する（Ｓ３０１）。
【００７７】
　次に、状態判定部１３２は、第１センサ１１０で計測された活動量データを解析する（
Ｓ３０２）。次に、状態判定部１３２は、解析結果から、対象者Ｐ１が特定状態（ここで
は、起床直後の状態）にあるか否かを判定する（Ｓ３０３）。対象者Ｐ１が特定状態であ
れば（Ｓ３０３でＹＥＳ）、異常判定部１３３は、第２センサ１２０が計測した直近の熱
画像データを取得する（Ｓ３０４）。一方、対象者Ｐ１が特定状態でなければ（Ｓ３０３
でＮＯ）、処理はステップＳ３０１に戻る。
【００７８】
　次に、異常判定部１３３は、取得した熱画像データから、対象者Ｐ１の体温を算出する
（Ｓ３０５）。
【００７９】
　次に、異常判定部１３３は、算出した体温がメモリ部１３４に記憶された、特定状態に
おける平熱に、一定温度を加えた値以上であるか否かを判定する（Ｓ３０６）。算出され
た体温が、メモリ部１３４に記憶された特定状態における平熱に、一定温度を加えた値以
上であれば（Ｓ３０６でＹＥＳ）、異常判定部１３３は、対象者Ｐ１の体温が異常である
と判定する（Ｓ３０７）。
【００８０】
　次に、異常判定部１３３は、対象者Ｐ１の体温の異常を介護者Ｐ２に通知するための、
アラーティング情報を生成し、第３送信部１３５に送信させる（Ｓ３０８）。
【００８１】
　一方、ステップＳ３０５で算出された体温が、メモリ部１３４に記憶された、特定状態
における平熱に一定温度を加えた値未満であれば（Ｓ３０６でＮＯ）、処理はステップＳ
３０９に進む。
【００８２】
　次に、履歴データ管理部１３６は、ステップＳ３０５で算出された体温を、履歴データ
としてメモリ部１３４に蓄積する（Ｓ３０９）。次に、基準体温管理部１３７は、前回平
熱を更新してから履歴データが一定数蓄積されていれば、または、前回平熱を更新してか
ら一定期間が経過していれば（Ｓ３１０でＹＥＳ）、蓄積した履歴データから、対象者Ｐ
１の平熱を算出する（Ｓ３１１）。次に、基準体温管理部１３７は、算出した平熱で、メ
モリ部１３４に現在記憶されている平熱を更新する（Ｓ３１２）。ステップＳ３１２の処
理が終了すると、処理はステップＳ３０１に戻る。
【００８３】
　一方、基準体温管理部１３７は、前回平熱を更新してから履歴データが一定数蓄積され
ていない場合、または、前回平熱を更新してから一定期間が経過していない場合には（Ｓ
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３１０でＮＯ）、処理はステップＳ３０１に戻る。
【００８４】
　以上、第１の実施の形態に係る異常通知システム１によれば、第１センサ１１０で計測
された活動量データに基づいて、対象者Ｐ１の状態が特定状態に該当すると判定された場
合、特定状態に対応する基準体温と、第２センサ１２０で計測された熱画像データが示す
体温とを比較する。これにより、対象者Ｐ１の体温の異常の有無が判定される。このため
、異常通知システム１は、状態に応じて変動する体温を考慮に入れて、センシング対象者
の体温の異常を、正確に検出できる。
【００８５】
　（第２の実施の形態）
　図４は、第２の実施の形態に係る異常通知システム１Ａの全体構成を示すブロック図で
ある。
【００８６】
　第２の実施の形態に係る異常通知システム１Ａは、メモリ部１３４Ａに、複数の特定状
態に対応する平熱を記憶させるものである。なお、本実施の形態において、第１の実施の
形態と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略する。
【００８７】
　また、図４において、第１の実施の形態と名称が同じであるが機能が相違する構成要素
には、参照符号の末尾にＡの符号が付されている。
【００８８】
　状態判定部１３２Ａは、第１センサ１１０で計測された活動量データから、対象者Ｐ１
が、事前に定められた複数の特定状態（複数の所定の状態の一例）のうちのいずれの特定
状態に該当するかを判定する。ここで、複数の特定状態としては、起床直後の状態、睡眠
中の状態、食事中の状態、および、就寝する直前の状態とが採用されるが、これらは一例
である。例えば、読書中の状態が採用されてもよいし、テレビ視聴中の状態が採用されて
もよいし、手作業をしている状態が採用されてもよい。
【００８９】
　ここで、状態判定部１３２Ａは、例えば、活動量データの特徴量が、事前に定められた
睡眠中の特徴量に類似していれば、対象者Ｐ１が睡眠中の状態にあると判定する。また状
態判定部１３２Ａは、活動量データの特徴量が、事前に定められた食事中の特徴量に類似
していれば、対象者Ｐ１が食事中の状態にあると判定し、活動量データの特徴量が、事前
に定められた就寝直前の特徴量に類似していれば、対象者Ｐ１が就寝直前の状態にあると
判定する。
【００９０】
　異常判定部１３３Ａは、状態判定部１３２Ａが、複数の特定状態のうちいずれか一つの
特定状態に該当すると判定した場合に、該当する一つの特定状態に対応する平熱を、メモ
リ部１３４Ａから読み出す。そして、異常判定部１３３Ａは、読み出された平熱と、第２
センサ１２０で計測された熱画像データが示す対象者Ｐ１の体温とを比較することにより
、対象者Ｐ１の異常の有無を判定する。
【００９１】
　メモリ部１３４Ａは、複数の特定状態のそれぞれに対応する平熱を記憶する。
【００９２】
　図５は、メモリ部１３４Ａが記憶する、平熱が登録された平熱テーブルＴ１のデータ構
成を示す図である。
【００９３】
　平熱テーブルＴ１には、「起床直後」、「睡眠中」、「食事中」、および、「就寝直前
」のそれぞれの特定状態での平熱（Ｔ＿１１，Ｔ＿１２，Ｔ＿１４，Ｔ＿１５）が登録さ
れている。
【００９４】
　例えば、状態判定部１３２Ａにより、対象者Ｐ１の現在の状態が「起床直後」と判定さ
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れたとする。この場合、異常判定部１３３Ａは、メモリ部１３４Ａから「起床直後」に対
応する平熱Ｔ＿１１を取得し、平熱Ｔ＿１１と対象者Ｐ１の現在の体温とを比較する。こ
れにより、対象者Ｐ１の体温の異常の有無が判定される。
【００９５】
　履歴データ管理部１３６Ａは、第１センサ１１０で計測された活動量データが、複数の
特定状態のうちのいずれか一つの特定状態に該当することを示す場合、その一つの特定状
態と、第２センサ１２０で計測された熱画像データから得られる対象者Ｐ１の体温とを対
応付けた履歴データを生成し、メモリ部１３４Ａに蓄積する。
【００９６】
　図６は、メモリ部１３４Ａに蓄積された履歴データが登録された、履歴テーブルＴ２の
データ構成の一例を示す図である。
【００９７】
　履歴テーブルＴ２は、一つのレコードに一つの履歴データが登録されたデータベースで
構成され、「時刻」、「特定状態」、および「体温」のフィールドを備える。
【００９８】
　「時刻」のフィールドには、履歴データがメモリ部１３４Ａに登録された時刻が格納さ
れている。ここでは、時刻は年／月／時刻のデータ構造で示されている。「特定状態」の
フィールドには、履歴データの登録時における、対象者Ｐ１の特定状態が格納されている
。「体温」のフィールドには、履歴データの登録時における、対象者の体温が格納されて
いる。
【００９９】
　図６の例では、２０１７年１月１日の４時３０分に、活動量データから、対象者Ｐ１が
起床直後の状態に該当し、そのときの熱画像データから対象者Ｐ１の体温がＴ０１度であ
った。このため、「時刻」、「特定状態」、および「体温」のフィールドに「２０１７／
０１／０１／０４：３０」、「起床直後」、および「Ｔ０１」が格納されている。
【０１００】
　基準体温管理部１３７Ａは、メモリ部１３４Ａに蓄積された履歴テーブルＴ２を参照し
て、履歴データに含まれる体温を特定状態別に分類し、特定状態別の体温の平均値を算出
する。基準体温管理部１３７Ａは、複数の特定状態のそれぞれに対応する平熱を算出し、
メモリ部１３４Ａに記憶させる。これにより、図５に示す平熱テーブルＴ１が生成される
。図６の履歴テーブルＴ２の例では、基準体温管理部１３７Ａは、「起床直後」、「食事
中」、および「就寝直前」というように、特定状態別に履歴データを分類し、分類された
履歴データにおいて、体温の平均値が算出される。これにより、特定状態別の平熱が算出
される。
【０１０１】
　なお、基準体温管理部１３７Ａが平熱を算出するタイミング、および、平熱の算出に用
いられる履歴データの範囲に関するバリエーションは、第１の実施の形態と同じである。
【０１０２】
　図７は、第２の実施の形態に係る異常通知システム１Ａの処理を示すフローチャートで
ある。なお、図７において、図３と同じ処理には同じ処理番号が付され、説明は省かれる
。
【０１０３】
　ステップＳ３０２に続くステップＳ７０１において、状態判定部１３２Ａは、対象者Ｐ
１が、複数の特定状態のうち、いずれか一つの特定状態に該当するか否かを判定する。対
象者Ｐ１がいずれか一つの特定状態に該当しなければ（Ｓ７０１でＮＯ）、処理はＳ３０
１に戻り、対象者Ｐ１がいずれか一つの特定状態に該当すれば（Ｓ７０１でＹＥＳ）、処
理はステップＳ３０４に進む。
【０１０４】
　ステップＳ３０５に続くステップＳ７０２では、異常判定部１３３Ａは、ステップＳ７
０１で判定された、一つの特定状態に対応する平熱を、メモリ部１３４Ａから読み出す。
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【０１０５】
　ステップＳ３０８に続くステップＳ７０３において、履歴データ管理部１３６Ａは、ス
テップＳ７０１で判定された、一つの特定状態と、ステップＳ３０５で算出された、対象
者Ｐ１の体温と、現在の時刻とを対応付けて、履歴データを生成して、メモリ部１３４Ａ
に蓄積する。これにより、図６に示される履歴テーブルＴ２に、履歴データが登録されて
いく。
【０１０６】
　ステップＳ３１０のＹＥＳに続く、ステップＳ７０４において、基準体温管理部１３７
Ａは、図６に示される履歴テーブルＴ２に格納された履歴データを、特定状態別に分類し
、分類された履歴データ毎に、体温の平均値を算出する。これにより、特定状態別の平熱
が算出される。次に、基準体温管理部１３７Ａは、特定状態別に算出された平熱で、現在
、メモリ部１３４Ａに格納されている特定状態別の平熱を更新する（Ｓ３１２）。
【０１０７】
　以上、第２の実施の形態に係る異常通知システム１Ａによれば、対象者Ｐ１の状態が、
複数の特定状態のうちいずれか一つの特定状態に該当すれば、対象者Ｐ１の体温の異常の
有無が判定される。よって、対象者Ｐ１の体温の異常の有無を、よりきめ細かく監視でき
る。また、平熱テーブルＴ１には、複数の特定状態毎の平熱が記憶されているので、対象
者Ｐ１の体温の異常の有無を正確に検出できる。
【０１０８】
　（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態に係る異常通知システム１Ｂは、第１センサ１１０が対象者Ｐ１を検
出できた場合のみ、第２センサ１２０の電源をＯＮするものである。
【０１０９】
　なお、本実施の形態において、第１の実施の形態または第２の実施の形態と同一の構成
要素は同一の符号を付して説明は省かれる。
【０１１０】
　また、本実施の形態の全体構成は、図２に示される第１の実施の形態の全体構成を採用
するものとして説明するが、図４に示す第２の実施の形態の全体構成が採用されてもよい
。
【０１１１】
　図８は、第３の実施の形態に係る異常通知システム１Ｂの処理を示すフローチャートで
ある。
【０１１２】
　まず、ステップＳ８０１では、状態判定部１３２は、第１センサ１１０で取得された活
動量データから、第１センサ１１０が対象者Ｐ１を検出できたか否かを判定する。
【０１１３】
　この場合、状態判定部１３２は、例えば、第１センサ１１０から送信される活動量デー
タが、例えば、対象者Ｐ１が存在することを示す、所定の基準値以上であれば、対象者Ｐ
１が存在すると判定する。
【０１１４】
　次に、状態判定部１３２は、第１受信部１３１を用いて、第２センサ１２０をＯＮする
制御コマンドを、第２センサ１２０に送信し、第２センサ１２０をＯＮにする（Ｓ８０２
）。一方、対象者が検出されなければ（Ｓ８０１でＮＯ）、処理はステップＳ８０３に進
む。ステップＳ８０３では、第１受信部１３１を用いて、第２センサ１２０をＯＦＦする
制御コマンドを第２センサ１２０に送信して、第２センサ１２０をＯＦＦする。ステップ
Ｓ８０３の処理が終了すると、処理はステップＳ８０１に戻る。
【０１１５】
　ステップＳ８０４では、異常通知システム１Ｂは、計測フローを実行し、処理をステッ
プＳ８０１に戻す。ここで、計測フローとして、第１の実施の形態で説明した図３のフロ
ーチャートが採用されてもよいし、第２の実施の形態で説明した図７のフローチャートが
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採用されてもよい。
【０１１６】
　以上、第３の実施の形態に係る異常通知システム１Ｂによれば、対象者Ｐ１が存在する
場合のみ、第２センサ１２０が起動されるので、第２センサ１２０の電力消費量を節約で
きる。なお、本実施の形態では、第１センサ１１０は、常時駆動しているものとする。
【０１１７】
　（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態に係る異常通知システム１Ｃは、対象者Ｐ１が存在しない状態から存
在する状態になったことを検出した場合、第１期間が経過するまでは、対象者Ｐ１の体温
の異常の有無を判定する処理を実行しないものである。本実施の形態において、対象者Ｐ
１が存在しない状態から存在する状態になるケースとしては、例えば、外出していた対象
者Ｐ１が、部屋Ｒ１０に戻ったケースが挙げられる。
【０１１８】
　本実施の形態において、第１の実施の形態～第３の実施の形態と同一の構成要素につい
ては、同一の符号を付して、説明は省かれる。また、本実施の形態の全体構成は、図２に
示される第１の実施の形態の全体構成を採用するものとして説明するが、図４に示される
第２の実施の形態の全体構成が採用されてもよい。
【０１１９】
　図９は、第４の実施の形態に係る異常通知システム１Ｃの処理を示すフローチャートで
ある。
【０１２０】
　まず、状態判定部１３２は、対象者Ｐ１が部屋Ｒ１０に戻ってきたか否かを判定する（
Ｓ９０１）。ここで、状態判定部１３２は、第１センサ１１０から送信される活動量デー
タが、対象者Ｐ１が存在することを示す、所定の基準値未満の値から基準値以上の値に変
化したことを検出した場合に、対象者Ｐ１が部屋Ｒ１０に戻ったと判定する。
【０１２１】
　対象者Ｐ１が部屋Ｒ１０に戻ってきたと判定されると（Ｓ９０１でＹＥＳ）、異常判定
部１３３は、第１期間が経過したか否かを判定する（Ｓ９０２）。ここで、第１期間とし
ては、例えば、対象者Ｐ１の活動量が、通常の活動量に戻ることが想定される時間が採用
できる。一方、第１期間が経過しなければ（Ｓ９０２でＮＯ）、処理はステップＳ９０２
に戻る。
【０１２２】
　ステップＳ９０３では、異常通知システム１Ｃは計測フローを実行し、処理をステップ
Ｓ９０１に戻す。ここで、計測フローとして、第１の実施の形態で説明された図３のフロ
ーチャートが採用されてもよいし、第２の実施の形態で説明された図７のフローチャート
が採用されてもよい。
【０１２３】
　以上、第４の実施の形態に係る異常通知システム１Ｃによれば、対象者Ｐ１が室内に戻
った直後で、活動量が通常時よりも高い状態においては、対象者Ｐ１の体温の異常の有無
を判定する処理が実行されないので、対象者Ｐ１の体温の異常の誤検出を防止できる。
【０１２４】
　（第５の実施の形態）
　第５の実施の形態に係る異常通知システム１Ｄは、対象者Ｐ１が特定の介護サービスを
受けた直後の第２期間においては、対象者Ｐ１の体温の異常の有無を判定する処理を実行
しないものである。
【０１２５】
　なお、本実施の形態において、第１の実施の形態～第４の実施の形態と同一の構成要素
については、同一の符号を付して説明は省かれる。また、本実施の形態における、通信装
置１００および端末装置２００の構成は、図２に示される第１の実施の形態の構成を採用
するものとして説明するが、図４に示される第２の実施の形態の構成が採用されてもよい
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。
【０１２６】
　図１０は、第５の実施の形態に係る異常通知システム１Ｄの全体構成を示す図である。
異常通知システム１Ｄは、通信装置１００および端末装置２００が、ネットワークＮＴを
介して、介護サーバ３００と接続されている。ネットワークＮＴとしては、インターネッ
ト等の公衆通信網が採用できる。
【０１２７】
　介護サーバ３００は、プロセッサおよび通信回路等を含むコンピュータで構成され、対
象者Ｐ１が受けた介護サービスの履歴を記録するサーバである。ここで、介護サーバ３０
０は、対象者Ｐ１に介護サービスを提供する介護サービス提供者により管理される。介護
サービス提供者としては、図１で説明した、施設の提供者が採用できる。また、部屋Ｒ１
０が対象者Ｐ１の自宅の部屋であるならば、介護サービス提供者としては、在宅介護サー
ビスの提供者が採用できる。
【０１２８】
　介護サーバ３００は、メモリ３０１を備える。メモリ３０１は、例えば、不揮発性の記
憶装置で構成され、図１１に示される介護サービス履歴テーブルＴ３を記憶する。
【０１２９】
　図１１は、介護サービス履歴テーブルＴ３のデータ構成を示す図である。介護サービス
履歴テーブルＴ３は、一つのレコードに一つの介護サービスの履歴データが登録されたデ
ータベースであり、「時間」および「介護サービスの内容」のフィールドを備えている。
【０１３０】
　「時間」のフィールドには、対象者Ｐ１が受けた介護サービスの時間が格納されている
。「介護サービスの内容」のフィールドには、対象者Ｐ１が受けた介護サービスの内容が
格納されている。介護サービスの内容としては、例えば、対象者Ｐ１の入浴を、介護者Ｐ
２が補助する入浴サービス、および、対象者Ｐ１の運動を、介護者Ｐ２が補助する運動サ
ービス等が採用される。なお、図１１に示される介護サービスの内容は一例に過ぎず、他
の介護サービスも適宜登録される。
【０１３１】
　例えば、対象者Ｐ１は、２０１７年１月１日の１７時００分から１８時００分まで入浴
サービスを受けたので、図１１の一つ目のレコードには、「２０１７／０１／０１／１７
：００－１８：００」および「入浴サービス」が格納されている。
【０１３２】
　図１２は、第５の実施の形態に係る異常通知システム１Ｄの処理を示すフローチャート
である。
【０１３３】
　まず、ステップＳ１２０１では、状態判定部１３２は、第１センサ１１０で取得された
活動量データから、第１センサ１１０が対象者Ｐ１を検出できたか否かを判定する。この
処理の詳細は図８のステップＳ８０１と同じである。
【０１３４】
　次に、異常判定部１３３は、図１１に示される介護サービス履歴テーブルＴ３を参照し
て、対象者Ｐ１が特定の介護サービスを受けてから、第２期間が経過したか否かを判定す
る（Ｓ１２０２）。ここで、特定の介護サービスとしては、対象者Ｐ１の活動量を上昇さ
せ、介護サービスの終了後、対象者Ｐ１の活動量が通常の活動量に戻るまでに一定の期間
を要するような介護サービスが該当する。例えば、上述の入浴サービス、および、運動サ
ービスが特定の介護サービスに該当する。また、第２期間としては、介護サービスが終了
してから、対象者Ｐ１の活動量が通常の活動量に戻ることが想定される期間が採用できる
。
【０１３５】
　特定の介護サービスを受けてから第２期間が経過していなければ（Ｓ１２０２でＮＯ）
、処理はステップＳ１２０２に戻る。一方、特定の介護サービスを受けてから第２期間が
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経過していれば（Ｓ１２０２でＹＥＳ）、処理はステップＳ１２０３に進む。
【０１３６】
　ステップＳ１２０３では、異常通知システム１Ｄは、計測フローを実行し、処理をステ
ップＳ１２０１に戻す。ここで、計測フローとしては、第１の実施の形態で説明された図
３のフローチャートが採用されてもよいし、第２の実施の形態で説明された図７のフロー
チャートが採用されてもよい。
【０１３７】
　以上、第５の実施の形態に係る異常通知システム１Ｄによれば、対象者Ｐ１が特定の介
護サービスを受けた直後であり、活動量が通常時よりも高い状態においては、対象者Ｐ１
の体温の異常の有無を判定する処理が実行されないので、対象者Ｐ１の体温の異常の誤検
出を防止できる。
【０１３８】
　（第６の実施の形態）
　第６の実施の形態に係る異常通知システム１Ｅは、活動量データに加えて、さらに活動
量データの取得時刻を用いて、対象者Ｐ１が特定状態に該当するか否かを判定する。
【０１３９】
　なお、本実施の形態において、第１の実施の形態～第５の実施の形態と同一の構成要素
には、同一の符号が付されて説明は省かれる。また、本実施の形態の全体構成は、図４に
示される第２の実施の形態の全体構成を採用するものとして説明するが、図２に示される
第１の実施の形態の全体構成が採用されてもよい。
【０１４０】
　状態判定部１３２Ａは、第１の実施の形態と同様に、第１センサ１１０から送信された
活動量データに基づいて、対象者Ｐ１の状態が、複数の特定状態のうちいずれかの特定状
態に該当するか否かを判定する。次に、状態判定部１３２Ａは、活動量データの取得時刻
が、判定した一つの特定状態に対して、事前に定められた時間帯に該当すれば、判定した
一つの特定状態が真であると判定する。一方、状態判定部１３２Ａは、活動量データの取
得時刻が、判定した一つの特定状態に対して、事前に定められた時間帯に該当しなければ
、判定した状態は偽であると判定する。
【０１４１】
　例えば、朝とは異なる時間帯に、起床直後の状態であるとの判定結果がなされた場合に
は、その判定結果は偽である可能性が高い。そこで、このような事態を防止するために、
状態判定部１３２Ａは、上記の処理を行うような構成を採用する。
【０１４２】
　より詳細には、状態判定部１３２Ａは、特定状態別に、真であると判断できる時間帯を
事前に定めた状態判定テーブルを備えておき、この状態判定テーブルを参照することで、
活動量データから判定した特定状態が真であるか偽であるかを判定する。
【０１４３】
　以上、第６の実施の形態に係る異常通知システム１Ｅによれば、活動量データの取得時
刻をさらに考慮して、対象者Ｐ１が特定状態に該当するか否かが判定されている。よって
、対象者Ｐ１が特定状態にあるか否かをさらに正確に検出できる。
【０１４４】
　（第７の実施の形態）
　第７の実施の形態に係る異常通知システム１Ｆは、熱画像データから複数の人物を検出
した場合において、複数の人物の中から対象者Ｐ１を検出する。
【０１４５】
　なお、本実施の形態において、第１の実施の形態～第５の実施の形態と同一の構成要素
には、同一の符号が付されて説明は省かれる。また、本実施の形態の全体構成は、図２に
示される第１の実施の形態の全体構成を採用するものとして説明するが、図４に示される
第２の実施の形態の全体構成が採用されてもよい。
【０１４６】
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　メモリ部１３４は、第２センサ１２０の周囲の計測範囲において、対象者Ｐ１が留まる
位置を示す位置情報を、事前に記憶している。
【０１４７】
　図１の例では、対象者Ｐ１が留まる位置としてベッド１０３が存在する領域が採用され
ている。なお、図１の例において、ベッド１０３は、第２センサ１２０の計測範囲内に位
置しているものとする。この場合、位置情報としては、例えば、第２センサ１２０が撮影
する熱画像データにおいて、ベッド１０３が位置する領域を示す座標データが採用できる
。
【０１４８】
　異常判定部１３３は、例えば、熱画像データ内に人物のシルエットを示す領域を複数検
出した場合、熱画像データに複数の人物が存在すると判定する。
【０１４９】
　そして、異常判定部１３３は、熱画像データから複数の人物を検出した場合、検出され
た複数の人物のうち、シルエットを示す領域と位置情報が示す領域とが重なっている人物
が存在すれば、その人物を対象者Ｐ１と判定する。
【０１５０】
　また、異常判定部１３３は、各人物の動きを考慮に入れて、対象者Ｐ１を検出してもよ
い。例えば、異常判定部１３３は、熱画像データから複数の人物が存在すると判定した場
合、熱画像データから、一定期間、各人物の動きを追跡し、各人物の動いた軌跡の長さを
求める。ここで、検出された複数の人物のうち、対象者Ｐ１以外の人物としては、対象者
Ｐ１を見舞いに来た人物、および、介護者Ｐ２等が想定される。そのため、見舞いに来た
人物および介護者Ｐ２は、対象者Ｐ１よりも、動く量が多いことが想定される。
【０１５１】
　そこで、異常判定部１３３は、位置情報が示す領域に、シルエットの領域が重なる人物
が複数存在すれば、これら複数の人物の動きの軌跡が最短の人物を対象者Ｐ１であると判
定する。
【０１５２】
　また、異常判定部１３３は、複数の人物を検出した場合において、位置情報が示す領域
に、シルエットの領域が重なる人物が存在しなければ、動きの軌跡が最短の人物を、対象
者Ｐ１と判定してもよい。また、異常判定部１３３は、位置情報を考慮せずに、動きの軌
跡が最短の人物を対象者Ｐ１として判定してもよい。
【０１５３】
　また、第２センサ１２０の計測範囲内に複数の対象者Ｐ１が存在することもある。この
場合、異常判定部１３３は、複数の対象者Ｐ１の位置情報を、対象者Ｐ１の識別子と関連
付けて事前にメモリ部１３４に記憶させておく。そして、異常判定部１３３は、複数の位
置情報が示す複数の領域のうち、熱画像データから抽出された、シルエットを示す領域と
重なっている領域の位置情報に対応付けられた識別子から対象者Ｐ１を特定する。
【０１５４】
　なお、本開示では下記の変形例が採用できる。
【０１５５】
　（１）図２の例では、処理部１３０は、履歴データ管理部１３６および基準体温管理部
１３７を備えているが、両者は省かれてもよい。この場合、メモリ部１３４は、履歴デー
タから算出された平熱ではなく、事前に設定された平熱を記憶しておけばよい。
【０１５６】
　（２）図４の例では、処理部１３０Ａは、履歴データ管理部１３６Ａおよび基準体温管
理部１３７Ａを備えているが、両者は省かれてもよい。この場合、メモリ部１３４Ａは、
履歴データから算出された、状態別の平熱ではなく、事前に設定された、状態別の平熱を
記憶しておけばよい。
【０１５７】
　（３）上記説明では、第１センサ１１０は電波センサで構成されているとしたが、本開
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示はこれに限定されず、対象者Ｐ１の活動量が計測できるセンサであれば、他のセンサが
採用されてもよい。例えば、第１センサ１１０は、心拍数または脳波を計測するセンサで
構成されてもよい。この場合、状態判定部１３２は、心拍数または脳波から対象者Ｐ１の
状態を検出する。また、第１センサ１１０は非接触のセンサであるとして説明したが、本
開示はこれに限定されず、接触式のセンサで構成されてもよい。
【０１５８】
　（４）上記説明では、第２センサ１２０は、熱画像センサで構成されるとして説明した
が、これは一例であり、対象者Ｐ１の体温が計測できるセンサであればどのようなセンサ
が採用されてもよい。例えば、接触式の体温計で、第２センサ１２０が構成されてもよい
。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　本開示によれば、センシング対象者の体温の異常を正確に検出できる、という格別な効
果を奏することができる。よって、介護対象者を見守る技術分野等の通信装置、異常通知
システム、および異常通知方法等として有用である。
【符号の説明】
【０１６０】
　Ｔ１　平熱テーブル
　Ｔ２　履歴テーブル
　Ｔ３　介護サービス履歴テーブル
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆ　異常通知システム
　１００　通信装置
　１１０　第１センサ
　１１１　第１センシング部
　１１２　第１送信部
　１２０　第２センサ
　１２１　第２センシング部
　１２２　第２送信部
　１３０，１３０Ａ　処理部
　１３１　第１受信部
　１３２，１３２Ａ　状態判定部
　１３３，１３３Ａ　異常判定部
　１３４，１３４Ａ　メモリ部
　１３５　第３送信部
　１３６，１３６Ａ　履歴データ管理部
　１３７，１３７Ａ　基準体温管理部
　２００　端末装置
　２０１　受信部
　２０２　処理部
　２０３　表示部
　２０４　スピーカ
　３００　介護サーバ
　３０１　メモリ
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【国際調査報告】
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状态的每一个相对应的参考体温。 通信设备（100）根据第一测量数
据，感测目标人，确定一个或多个预定状态中的哪个状态的状态确定单
元（132）。 当单元（132）确定感测目标人的体温被确定为与预定状态
相对应时，将与预定状态相对应的基准体温与第二测量数据指示的感测
目标人的体温进行比较，以确定感测目标人的体温。 以及异常确定部分
（133），用于确定是否存在异常。
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